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(57)【要約】
【課題】飲食品へ添加できる、良好な風味を持ち、なおかつ、旨味、塩味、甘味、先味、
後味、ミートフレーバーなどを付与することができる調味料の製造方法、調味料、旨味増
強剤、塩味増強剤、ミートフレーバー増強剤、及び該調味料を含む飲食品の提供。
【解決手段】グルタミン酸含量が１０質量％以上であるグルタミン酸高含有酵母エキス３
質量％～２４質量％、及びグルタチオン含量が５質量％以上であるグルタチオン高含有酵
母エキス５質量％～２５質量％を含む混合物を加熱することを特徴とする調味料の製造方
法である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グルタミン酸含量が１０質量％以上であるグルタミン酸高含有酵母エキス、及びグルタ
チオン含量が５質量％以上であるグルタチオン高含有酵母エキスを含む混合物を加熱する
ことを特徴とする調味料の製造方法。
【請求項２】
　グルタミン酸含量が１０質量％以上であるグルタミン酸高含有酵母エキス３質量％～２
４質量％、及びグルタチオン含量が５質量％以上であるグルタチオン高含有酵母エキス５
質量％～３５質量％を含む混合物を加熱することを特徴とする調味料の製造方法。
【請求項３】
　混合物が、グルタミン酸高含有酵母エキスを６質量％～２１質量％含む請求項１から２
のいずれかに記載の調味料の製造方法。
【請求項４】
　混合物が、グルタミン酸高含有酵母エキスを９質量％～１８質量％含む請求項１から２
のいずれかに記載の調味料の製造方法。
【請求項５】
　混合物が、グルタチオン高含有酵母エキスを８質量％～２５質量％含む請求項１から４
のいずれかに記載の調味料の製造方法。
【請求項６】
　混合物が、グルタチオン高含有酵母エキスを１１質量％～２０質量％含む請求項１から
４のいずれかに記載の調味料の製造方法。
【請求項７】
　混合物が、還元糖を更に含む請求項１から６のいずれかに記載の調味料の製造方法。
【請求項８】
　還元糖が、キシロース、グルコース、フルクトース、スクロース、マルトース、アラビ
ノース、ラクトース、及びリボースからなる群より選択される少なくとも１種である請求
項７に記載の調味料の製造方法。
【請求項９】
　混合物に油脂を加え、加熱する請求項１から８のいずれかに記載の調味料の製造方法。
【請求項１０】
　混合物に油脂を加え、加熱して油層を分取する請求項１から８のいずれかに記載の調味
料の製造方法。
【請求項１１】
　油脂が、ヒマワリ油、パーム油、キャノーラ油、及び大豆油からなる群より選択される
少なくとも１種である請求項９から１０のいずれかに記載の調味料の製造方法。
【請求項１２】
　混合物の含有量が、混合物と油脂との総量に対し、０．５質量％以上である請求項９か
ら１１のいずれかに記載の調味料の製造方法。
【請求項１３】
　９０℃～１３０℃で加熱する請求項１から１２のいずれかに記載の調味料の製造方法。
【請求項１４】
　１分間～４時間加熱する請求項１から１３のいずれかに記載の調味料の製造方法。
【請求項１５】
　ｐＨ３～８において加熱する請求項１から１４のいずれかに記載の調味料の製造方法。
【請求項１６】
　請求項１から１５のいずれかに記載の調味料の製造方法により得られたことを特徴とす
る調味料。
【請求項１７】
　ミートフレーバーを呈する請求項１６に記載の調味料。
【請求項１８】
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　ミートフレーバーが、チキンフレーバー及びビーフフレーバーの少なくともいずれかで
ある請求項１７に記載の調味料。
【請求項１９】
　請求項１６に記載の調味料を有効成分として含有することを特徴とする旨味増強剤、塩
味増強剤、厚み増強剤、乃至ミートフレーバー増強剤。
【請求項２０】
　請求項１６から１８のいずれかに記載の調味料を含むことを特徴とする飲食品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加熱反応調味料の製造方法、調味料及び飲食品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、グルタチオンを含有する酵母エキス及び糖類を加熱することにより、ローストミ
ートフレーバー様風味を有する調味料を製造する方法が知られている（特許文献１参照）
。また、グルタミン酸及びグルタチオン共存下で加熱する調味料の製造方法が知られてい
る（特許文献２参照）。更に、グルタミン酸とグルタチオンとを含む調味料が知られてい
る（特許文献３及び４参照）。
【０００３】
　しかしながら、飲食品へ添加できる、良好な風味を持ち、なおかつ、旨味、塩味、厚み
、ミートフレーバーなどを従来の調味料よりもより効果的に付与することができる調味料
に対する需要者の要望は極めて強く、未だ十分満足し得るものが提供されていないのが現
状である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第２９０３６５９号公報
【特許文献２】特許第３４５８５１４号公報
【特許文献３】特公昭６３－１３６６１号公報
【特許文献４】特開２００１－７８７０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、前記従来における諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする
。即ち、本発明は、飲食品へ添加できる、良好な風味を持ち、なおかつ、旨味、塩味、厚
み、甘味、先味、後味、ミートフレーバーなどを付与することができる調味料の製造方法
、調味料、旨味増強剤、塩味増強剤、厚み増強剤、ミートフレーバー増強剤、及び該調味
料を含む飲食品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するための手段としては、以下の通りである。即ち、
＜１＞　グルタミン酸含量が１０質量％以上であるグルタミン酸高含有酵母エキス、及び
グルタチオン含量が５質量％以上であるグルタチオン高含有酵母エキスを含む混合物を加
熱することを特徴とする調味料の製造方法である。
＜２＞　グルタミン酸含量が１０質量％以上であるグルタミン酸高含有酵母エキス３質量
％～２４質量％、及びグルタチオン含量が５質量％以上であるグルタチオン高含有酵母エ
キス５質量％～３５質量％を含む混合物を加熱することを特徴とする調味料の製造方法で
ある。
＜３＞　混合物が、グルタミン酸高含有酵母エキスを６質量％～２１質量％含む前記＜１
＞から＜２＞のいずれかに記載の調味料の製造方法である。
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＜４＞　混合物が、グルタミン酸高含有酵母エキスを９質量％～１８質量％含む前記＜１
＞から＜２＞のいずれかに記載の調味料の製造方法である。
＜５＞　混合物が、グルタチオン高含有酵母エキスを８質量％～２５質量％含む前記＜１
＞から＜４＞のいずれかに記載の調味料の製造方法である。
＜６＞　混合物が、グルタチオン高含有酵母エキスを１１質量％～２０質量％含む前記＜
１＞から＜４＞のいずれかに記載の調味料の製造方法である。
＜７＞　混合物が、還元糖を更に含む前記＜１＞から＜６＞のいずれかに記載の調味料の
製造方法である。
＜８＞　還元糖が、キシロース、グルコース、フルクトース、スクロース、マルトース、
アラビノース、ラクトース、及びリボースからなる群より選択される少なくとも１種であ
る前記＜７＞に記載の調味料の製造方法である。
＜９＞　混合物に油脂を加え、加熱する前記＜１＞から＜８＞のいずれかに記載の調味料
の製造方法である。
＜１０＞　混合物に油脂を加え、加熱して油層を分取する前記＜１＞から＜８＞のいずれ
かに記載の調味料の製造方法である。
＜１１＞　油脂が、ヒマワリ油、パーム油、キャノーラ油、及び大豆油からなる群より選
択される少なくとも１種である前記＜９＞から＜１０＞のいずれかに記載の調味料の製造
方法である。
＜１２＞　混合物の含有量が、混合物と油脂との総量に対し、０．５質量％以上である前
記＜９＞から＜１１＞のいずれかに記載の調味料の製造方法である。
＜１３＞　混合物の含有量が、混合物と油脂との総量に対し、３質量％以上である前記＜
１２＞に記載の調味料の製造方法である。
＜１４＞　９０℃～１３０℃で加熱する前記＜１＞から＜１３＞のいずれかに記載の調味
料の製造方法である。
＜１５＞　１分間～４時間加熱する前記＜１＞から＜１４＞のいずれかに記載の調味料の
製造方法である。
＜１６＞　ｐＨ３～８において加熱する前記＜１＞から＜１５＞のいずれかに記載の調味
料の製造方法である。
＜１７＞　前記＜１＞から＜１６＞のいずれかに記載の調味料の製造方法により得られた
ことを特徴とする調味料である。
＜１８＞　ミートフレーバーを呈する前記＜１７＞に記載の調味料である。
＜１９＞　ミートフレーバーが、チキンフレーバー及びビーフフレーバーの少なくともい
ずれかである前記＜１８＞に記載の調味料である。
＜２０＞　前記＜１７＞に記載の調味料を有効成分として含有することを特徴とする旨味
増強剤である。
＜２１＞　前記＜１７＞に記載の調味料を有効成分として含有することを特徴とする塩味
増強剤である。
＜２２＞　前記＜１７＞に記載の調味料を有効成分として含有することを特徴とする厚み
増強剤である。
＜２３＞　前記＜１７＞に記載の調味料を有効成分として含有することを特徴とするミー
トフレーバー増強剤である。
＜２４＞　ミートフレーバーが、チキンフレーバー及びビーフフレーバーの少なくともい
ずれかである前記＜２３＞に記載のミートフレーバー増強剤である。
＜２５＞　前記＜１７＞から＜１９＞のいずれかに記載の調味料を含むことを特徴とする
飲食品である。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、従来における前記諸問題を解決し、前記目的を達成することができ、
飲食品へ添加できる、良好な風味を持ち、なおかつ、旨味、塩味、厚み、甘味、先味、後
味、ミートフレーバーなどを付与することができる調味料の製造方法、調味料、旨味増強
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剤、塩味増強剤、厚み増強剤、ミートフレーバー増強剤、及び該調味料を含む飲食品を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、グルタミン酸高含有酵母エキスのパラメータ官能評価の結果を示すグラ
フである。
【図２】図２は、アプリケーションテストの官能評価の結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（調味料の製造方法）
　本発明の調味料の製造方法は、グルタミン酸高含有酵母エキス、及びグルタチオン高含
有酵母エキスを含む混合物を加熱する工程を含み、更に必要に応じて適宜選択した、その
他の工程を含む。
【００１０】
－混合物－
　前記混合物は、少なくともグルタミン酸高含有酵母エキス、及びグルタチオン高含有酵
母エキスを含み、更に必要に応じて、その他の酵母エキス、還元糖、食塩、水などのその
他の成分を含む。
【００１１】
－－グルタミン酸高含有酵母エキス－－
　前記グルタミン酸高含有酵母エキスとしては、グルタミン酸含量が粉末状の酵母エキス
に換算して、１０質量％以上であり、食用に供されるものである限り、特に制限はなく、
適宜選択することができ、例えば、ビール酵母エキス、パン酵母エキス、トルラ酵母エキ
スなどが挙げられる。前記グルタミン酸高含有酵母エキスとしては、市販品を用いること
ができ、該市販品としては、例えば、ハイパーミーストＨＧ（アサヒフードアンドヘルス
ケア株式会社、グルタミン酸含量１８質量％以上）、ハイパーミーストＨＧペースト（ア
サヒフードアンドヘルスケア株式会社）などが挙げられる。
　前記グルタミン酸高含有酵母エキスの前記混合物における含有量としては、粉末状の酵
母エキスに換算して、３質量％～２４質量％である限り、特に制限はなく、適宜選択する
ことができるが、６質量％～２１質量％が好ましく、９質量％～１８質量％がより好まし
い。前記含有量が、３質量％未満であると、ミートフレーバー、旨味、厚みを欠くことが
あり、２４質量％を超えると、ミートフレーバーが減少し、ロースト感、オフフレーバー
が増すことがある。一方、前記含有量が、９質量％～１８質量％であると、ミートフレー
バーが生成し、オフフレーバーが少ない点で有利である。
　ここで、「粉末状の酵母エキス」とは、水分含量５質量％以下、固形分９５質量％以上
の酵母エキスを指す。
　また、前記グルタミン酸高含有酵母エキスを前記調味料の製造方法に使用する際には、
粉末状であってもよく、ペースト乃至溶液状であってもよい。前記グルタミン酸高含有酵
母エキスがペースト乃至溶液状の場合、混合物中の前記グルタミン酸高含有酵母エキス濃
度は、粉末状の酵母エキスに換算して適宜決定すればよい。
　なお、「ペースト乃至溶液状の酵母エキス」とは、水分含量が５質量％を超えるもので
あれば、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、一般的に水分含量
２０質量％～３５質量％、固形分６５質量％～８０質量％の酵母エキスを指す。
　なお、市販の酵母エキスには、当初から食塩が添加されているものがあるが、このよう
な酵母エキスを使用する場合には、食塩を抜いた酵母エキス固形分に基づいて前述の水分
含量の算出をすればよい。
【００１２】
－－グルタチオン高含有酵母エキス－－
　前記グルタチオン高含有酵母エキスとしては、グルタチオン含量が粉末状の酵母エキス
に換算して、５質量％以上であり、食用に供されるものである限り、特に制限はなく、適
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宜選択することができ、例えば、ビール酵母エキス、パン酵母エキス、トルラ酵母エキス
などが挙げられる。前記グルタチオン高含有酵母エキスとしては、市販品を用いることが
でき、該市販品としては、例えば、ハイチオンエキスＹＨ－１５（株式会社興人、グルタ
チオン含量１５質量％以上）などが挙げられる。
　前記グルタチオン高含有酵母エキスの前記混合物における含有量としては、粉末状の酵
母エキスに換算して、５質量％～３５質量％である限り、特に制限はなく、適宜選択する
ことができるが、８質量％～２５質量％が好ましく、１１質量％～２０質量％がより好ま
しい。前記含有量が、５質量％未満であると、ミートフレーバーの生成が著しく減少する
ことがあり、３５質量％を超えると、オフフレーバー（硫黄臭など）が強くなり、旨味が
減少することがある。一方、前記含有量が、１１質量％～２０質量％であると、ミートフ
レーバーが生成し、オフフレーバーが少ない点で有利である。
　また、前記グルタチオン高含有酵母エキスを前記調味料の製造方法に使用する際には、
粉末状であってもよく、溶液（ペースト）状であってもよい。前記グルタチオン高含有酵
母エキスが溶液状の場合、混合物中の前記グルタチオン高含有酵母エキス濃度は、粉末状
の酵母エキスに換算して適宜決定すればよい。
【００１３】
　前記酵母エキスの調製方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができ、例えば、自己消化法（酵母菌体内に本来あるタンパク質分解酵素等を利用して菌
体を可溶化する方法）、酵素分解法（微生物、植物等由来の酵素製剤を添加して可溶化す
る方法）、熱水抽出法（熱水中に一定時間浸漬して可溶化する方法）、酸乃至アルカリ分
解法（種々の酸乃至アルカリを添加して可溶化する方法）、物理的破砕法（超音波処理、
高圧ホモジェナイズ法、グラスビーズ等の固形物と混合乃至磨砕することにより破砕する
方法）、凍結融解法（凍結融解を１回以上行うことにより破砕する方法）などが挙げられ
る。これらの酵母エキスの調製方法は、当業者にはよく知られた方法である。これらは、
１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
　例えば、ビール酵母エキスについて、ビール製造過程で得られるビール酵母を適宜ろ過
、洗浄などを行い、上述した少なくとも１つの方法により菌体を破砕乃至分解し、得られ
た粗エキスをそのまま、乃至、更にろ過、濃縮などをおこなって精製エキスとしてビール
酵母エキスを得ることができる。
【００１４】
　前記酵母エキスにおけるグルタミン酸含量は、例えば、ＡＣＱＵＩＴＹ　ＵＰＬＣ（商
標登録）（日本ウォーターズ株式会社製）を用いて常法の全アミノ酸定量法により測定す
ることができる。
　また、前記酵母エキスにおけるグルタチオン含量は、例えば、分光光度計（Ｕ－２８０
０Ａ　Ｓｐｅｃｔｒｏｐｈｏｔｏｍｅｔｅｒ、株式会社日立ハイテクノロジーズ製）を用
い、Ｔｉｔｚｅらの方法（Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｖｏｌ．
２７，　ｐ．５０２（１９６９））に従って総グルタチオンを測定することにより求める
ことができる。
【００１５】
－－還元糖－－
　前記混合物は、還元糖を更に含むことが好ましい。前記還元糖としては、特に制限なく
、適宜選択することができるが、キシロース、グルコース、フルクトース、スクロース、
マルトース、アラビノース、ラクトース、及びリボースが好ましい。これらは、１種単独
で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。これらの中でも、反応性の高さから短
時間で良質なフレーバーを生成できる点で、キシロースがより好ましい。
　前記還元糖の前記混合物における含有量としては、０質量％～５質量％が好ましい。前
記還元糖を添加しない場合、乃至前記含有量が少ない場合は、ローストフレーバー、オフ
フレーバーがなく、良質なミートフレーバーが得られる点で好ましく、前記含有量が多い
場合は、良質なミートフレーバーに加え、重厚で適度なローストフレーバー（例えば、ロ
ーストビーフフレーバー）が得られる点で好ましい。このように、前記還元糖の含有量を
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適宜選択することにより、従来にない様々なタイプのフレーバーを得ることができる。
　一方、前記含有量が５質量％を超えると、ローストフレーバー、オフフレーバーが著し
く増加し、ミートフレーバーの生成が著しく減少することがある。
【００１６】
　前記混合物を加熱する方法としては、特に制限なく、適宜、加熱温度、加熱時間、混合
物のｐＨなどの条件を選択することができる。
　前記加熱温度としては、９０℃～１５０℃である限り、特に制限はなく、目的に応じて
適宜選択することができるが、９０℃～１３０℃が好ましく、９５℃～１２５℃がより好
ましく、１００℃～１２０℃が特に好ましい。前記加熱温度が、９０℃未満であると、ミ
ートフレーバーが効果的に得られないことがあり、１５０℃を超えると、ローストフレー
バー及びオフフレーバーが増すことがある。一方、前記加熱温度が、１００℃～１２０℃
であると、ミートフレーバーの生成が多く、オフフレーバーの生成が少ない点で有利であ
る。
　前記加熱時間としては、１分間～４時間が好ましく、１分間～１時間がより好ましい。
前記加熱時間が、１分間未満であると、安定性を欠くことがあり、４時間を超えると、オ
フフレーバーが増すことがある。一方、前記加熱時間が、１分間～１時間であると、生成
フレーバーの品質、及び製造効率の点で有利である。
　前記混合物のｐＨとしては、３～８が好ましく、４～６がより好ましい。前記ｐＨが、
３未満であると、ミートフレーバーが生成しないことがあり、８を超えると、ローストフ
レーバー、オフフレーバーが増し、旨味、厚みが減少することがある。一方、前記ｐＨが
、４～６であると、良質なフレーバーの生成、良好な味質の点で有利である。
　また、前記混合物を加熱する方法としては、１００ｒｐｍ～６００ｒｐｍにて攪拌しな
がら前記加熱条件にて加熱することが好ましく、そのような装置としては、例えば、加圧
加熱反応装置（耐圧硝子工業株式会社製）を用いることができる。
【００１７】
　加熱反応後に得られた生成物はそのまま、乃至冷却後そのまま（Ｂｒｉｘ５０～７０程
度の褐色ペースト）調味料として使用することができるが、更に精製してもよい。得られ
た調味料液を更に濃縮（Ｂｒｉｘ８０程度）乃至希釈してもよく、スプレードライ、フリ
ーズドライ、バキュームドライ、エアードライなどの乾燥工程により粉末状にしてもよい
。
　このようにして得られた調味料は、場合により、一般に調味料に許容される添加物を更
に加えることもできる。
【００１８】
　別の実施形態として、本発明の調味料の製造方法は、前記混合物に油脂を加え、加熱す
る工程を含み、更に必要に応じて適宜選択した、乳化工程、乾燥工程などのその他の工程
を含む。
　前記調味料の製造方法により、飲食品へ添加できる、良好な風味を持ち、なおかつ、ミ
ートフレーバーなどを付与することができる調味料が製造される。また、前記調味料の添
加量やその他混合物の量を適宜調整することによって風味を変えることができ、ドレッシ
ングなどの調味料とすることができる。更に、水層及び油層を乳化させた乳化組成物とし
ての調味料を作ることもでき、また、これらをスプレードライなどの乾燥工程により乾燥
させた調味料とすることもできる。
【００１９】
　また、更に別の実施形態として、本発明の調味料の製造方法は、前記混合物に油脂を加
え、加熱して油層を分取する工程を含み、更に必要に応じて適宜選択した、その他の工程
を含む。
　前記調味料の製造方法により、飲食品へ添加できる、良好な風味を持ち、なおかつ、ミ
ートフレーバーなどを付与することができる調味料であって、香味油の形態である調味料
が製造される。
【００２０】
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－油脂－
　前記油脂としては、食用油脂であれば、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができるが、植物油脂が、アニマルアレルゲンがなく、本発明の調味料の製造方法によ
り、効果的に動物油脂様のミートフレーバーを付与できる点で好ましく、動物油脂が、本
発明の調味料の製造方法により、動物油脂様のミートフレーバーを増強できる点で好まし
い。
　前記植物油脂としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、ヒマワリ油、パーム油、キャノーラ油（菜種油）、大豆油、米油、綿実油、コーン油
などが挙げられる。これらの中でも、ヒマワリ油、パーム油、キャノーラ油、大豆油が、
代表的な植物油脂である点で好ましく、ヒマワリ油、パーム油、キャノーラ油が、主要な
アレルゲンに該当しない点でより好ましく、ヒマワリ油、キャノーラ油が、常温で液状で
ありハンドリングに優れる点で特に好ましく、ヒマワリ油が、加えてリーン且つ酸化に強
い点で最も好ましい。
【００２１】
　前記混合物の含有量としては、飲食品へ添加できる、良好な風味を持ち、なおかつ、ミ
ートフレーバーなどを付与することができる調味料を提供できる限り、特に制限はなく、
目的に応じて適宜選択することができるが、混合物と油脂との総量に対し、０．５質量％
以上が好ましく、１質量％以上がより好ましく、３質量％以上がより好ましい。
　前記含有量が０．５質量％以上、３質量％未満程度であると、マイルドなミートフレー
バーを有する調味料が製造され、ドレッシング、ガーリックオイル、オニオンオイルなど
のオイル製品への風味強化やミートフレーバー付与に好適に用いることができる点で有利
である。また、前記含有量が３質量％以上であると、より強いミートフレーバーを有する
調味料が製造される。したがって、目的とするミートフレーバー強度を有する調味料を提
供するため、用途に応じて、混合物の含有量を適宜選択することができる。
【００２２】
　前記混合物に前記油脂を加える方法としては、特に制限はなく、目的に応じて公知の方
法を適宜選択することができ、例えば、前記混合物と前記油脂とを混合して懸濁液を調製
する方法が挙げられる。
　前記混合物と油脂とを含む前記懸濁液を加熱する方法としては、特に制限なく、上述し
た混合物を加熱する方法と同様に、適宜、加熱温度、加熱時間、混合物のｐＨなどの条件
を選択することができる。前記加熱する方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適
宜公知の方法を選択することができ、攪拌しなくてもよく、１００ｒｐｍ～６００ｒｐｍ
などの条件で適宜攪拌してもよい。
【００２３】
　前記懸濁液の加熱反応後に得られた生成物から油層を分取する方法としては、特に制限
はなく、目的に応じて公知の方法を適宜選択することができ、例えば、該生成物を静置及
び冷却し、層分離した上層（油層）のみを分取する方法、層分離した下層（水層）及び上
層と下層の界面を廃棄して上層（油層）のみを得る方法などが挙げられる。
【００２４】
（調味料）
　本発明の調味料は、前記調味料の製造方法により得られた調味料であり、更に必要に応
じて一般に調味料に許容される添加物などのその他の成分を含むことができる。
【００２５】
　前記添加物としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば
、グルタミン酸ナトリウム、イノシン酸、グアニル酸、増粘多糖類などが挙げられる。
【００２６】
（旨味増強剤）
　本発明の旨味増強剤は、前記調味料を有効成分として含有してなり、更に必要に応じて
一般に調味料に許容される添加物などのその他の成分を含む。前記旨味増強剤は、有効成
分として含有される前記調味料の作用により、旨味増強作用を発揮する。
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【００２７】
（塩味増強剤）
　本発明の塩味増強剤は、前記調味料を有効成分として含有してなり、更に必要に応じて
一般に調味料に許容される添加物などのその他の成分を含む。前記塩味増強剤は、有効成
分として含有される前記調味料の作用により、塩味増強作用を発揮する。
【００２８】
（厚み増強剤）
　本発明の厚み増強剤は、前記調味料を有効成分として含有してなり、更に必要に応じて
一般に調味料に許容される添加物などのその他の成分を含む。前記厚み増強剤は、有効成
分として含有される前記調味料の作用により、厚み増強作用を発揮する。
【００２９】
（ミートフレーバー増強剤）
　本発明のミートフレーバー増強剤は、前記調味料を有効成分として含有してなり、更に
必要に応じて一般に調味料に許容される添加物などのその他の成分を含む。前記ミートフ
レーバー増強剤は、有効成分として含有される前記調味料の作用により、ミートフレーバ
ー増強作用を発揮する。
【００３０】
（飲食品）
　本発明の飲食品は、本発明の調味料、並びに旨味増強剤、塩味増強剤、厚み増強剤、及
びミートフレーバー増強剤の少なくともいずれかを配合してなり、更に必要に応じてその
他の成分を配合してなる。
【００３１】
　前記飲食品とは、人の健康に危害を加える恐れが少なく、通常の社会生活において、経
口又は消化管投与により摂取されるものをいい、行政区分上の飲食品、医薬品、医薬部外
品等の区分に制限されるものではなく、例えば、経口的に摂取される一般食品、健康食品
、保健機能食品、美容食品、医薬部外品、医薬品などを幅広く含むものを意味する。
【００３２】
　前記飲食品としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選定することができ、例えば
、ビール類、ビールテイスト飲料、清涼飲料、炭酸飲料、栄養飲料、果実飲料、乳酸飲料
等の飲料（これら飲料の濃縮液及び調製用粉末を含む。）；アイスクリーム、アイスシャ
ーベット、かき氷等の冷菓；そば、うどん、はるさめ、ぎょうざの皮、しゅうまいの皮、
中華麺、即席麺等の麺類；飴、キャンディー、ガム、チョコレート、錠菓、スナック菓子
、ビスケット、ゼリー、ジャム、クリーム、焼き菓子、パン等の菓子類；カニ、サケ、ア
サリ、マグロ、イワシ、エビ、カツオ、サバ、クジラ、カキ、サンマ、イカ、アカガイ、
ホタテ、アワビ、ウニ、イクラ、トコブシ等の水産物；かまぼこ、ハム、ソーセージ等の
水産・畜産加工食品；加工乳、発酵乳等の乳製品；サラダ油、てんぷら油、マーガリン、
マヨネーズ、ショートニング、ホイップクリーム、ドレッシング等の油脂及び油脂加工食
品；ソース、たれ等の調味料；カレー、シチュー、親子丼、お粥、雑炊、中華丼、かつ丼
、天丼、うな丼、ハヤシライス、おでん、マーボドーフ、牛丼、ミートソース、玉子スー
プ、オムライス、餃子、シューマイ、ハンバーグ、ミートボール等のレトルトパウチ食品
；サラダ、漬物等の惣菜；種々の形態の健康・美容・栄養補助食品；錠剤、顆粒剤、カプ
セル剤、ドリンク剤、トローチ等の医薬品、医薬部外品などが挙げられる。なお、前記飲
食品は上記例示に限定されるものではない。
【００３３】
　本発明の調味料、並びに旨味増強剤、塩味増強剤、厚み増強剤、及びミートフレーバー
増強剤の前記飲食品に対する添加量としては、添加する飲食品に応じて異なり一概には規
定できないが、０．０５質量％～５．０質量％が好ましい。
【００３４】
　前記その他の成分としては、飲食品を製造するに際して通常用いられる補助的原料乃至
添加物などが挙げられる。
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　前記原料乃至添加物としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選定することができ
、例えば、グルコース、フルクトース、スクロース、マルトース、ソルビトール、ステビ
オサイド、ルブソサイド、コーンシロップ、乳糖、クエン酸、酒石酸、リンゴ酸、コハク
酸、乳酸、Ｌ－アスコルビン酸、ｄｌ－α－トコフェロール、エリソルビン酸ナトリウム
、グリセリン、プロピレングリコール、グリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪
酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、アラビアガム、カラギ
ーナン、カゼイン、ゼラチン、ペクチン、寒天、ビタミンＢ類、ニコチン酸アミド、パン
トテン酸カルシウム、アミノ酸類、カルシウム塩類、色素、香料、保存剤などが挙げられ
る。
【００３５】
　本発明の飲食品は、日常的に経口摂取することが可能であり、本発明の調味料、旨味増
強剤、塩味増強剤、厚み増強剤、及びミートフレーバー増強剤の働きによって、旨味増強
作用、塩味増強作用、厚み増強作用、及びミートフレーバー増強作用の少なくともいずれ
かを極めて効果的に達成することができる。
【００３６】
　なお、本発明の飲食品は、ヒトに対して好適に適用されるものであるが、それぞれの作
用効果が奏される限り、ヒト以外の動物に対して適用することもできる。
【実施例】
【００３７】
　以下、実施例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらに制限される
ものではない。
【００３８】
（実施例１）
　グルタミン酸高含有酵母エキス（ハイパーミーストＨＧ、グルタミン酸含量１８質量％
以上、アサヒフードアンドヘルスケア株式会社）１６質量％、グルタチオン高含有酵母エ
キス（ハイチオンエキスＹＨ－１５、グルタチオン含量１５質量％以上、株式会社興人）
１９質量％、キシロース３．０質量％、塩１４質量％、及び水４８質量％を混合した混合
物を、１２０℃にて３０分間加熱した。反応終了後、冷却し、固形分５０質量％の調味料
１を得た。なお、混合物のｐＨは、５．０（ｐＨ調整なし）であった。
【００３９】
（実施例２～９）
　実施例１において、グルタミン酸高含有酵母エキスの配合を表１に示す通りに変えたこ
と以外は、実施例１と同様にして、実施例２～９の調味料２～９を得た。なお、対照酵母
エキスとして、ミーストパウダーＮ（グルタミン酸含量３．７質量％、アサヒフードアン
ドヘルスケア株式会社）を用いた。また、酵母エキスの総含有量が３５質量％を超える実
施例７～９については、相当分の水含有量を減らすことにより配合を調製した。
【００４０】
（実施例１０～１６）
　実施例１において、グルタチオン高含有酵母エキスの配合を表４に示す通りに変えたこ
と以外は、実施例１と同様にして、実施例１０～１６の調味料１０～１６を得た。なお、
対照酵母エキスとして、ミーストパウダーＮ（グルタミン酸含量３．７質量％、アサヒフ
ードアンドヘルスケア株式会社）を用いた。また、酵母エキスの総含有量が３５質量％を
超える実施例１５～１６については、相当分の水含有量を減らすことにより配合を調製し
た。
【００４１】
（比較例１～４）
　実施例１において、酵母エキスの配合を表１に示す通りに変えたこと以外は、実施例１
と同様にして、比較例１～４の調味料Ａ～Ｄを得た。
【００４２】
（比較例５）
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　実施例１において、混合のみを行い、加熱しなかったこと以外は、実施例１と同様にし
て、比較例５の調味料Ｅを得た。
【００４３】
（比較例６）
　実施例１において、酵母エキスの配合を表４に示す通りに変えたこと以外は、実施例１
と同様にして、比較例６の調味料Ｆを得た。
【００４４】
＜評価＞
　作製した調味料１～９（実施例１～９）及び調味料Ａ～Ｅ（比較例１～５）について、
以下のように官能評価を行った。
＜＜評価１：グルタミン酸高含有酵母エキスのパラメータ官能評価１＞＞
　調味料１、３及び５（実施例１、３及び５）並びに調味料Ａ（比較例１）を、７０℃の
お湯にそれぞれ０．７質量％添加し（食塩量：０．３質量％）、官能評価を行った。官能
評価は、社内パネラー１１人で、ブラインドテストとして行い、下記の評価基準に従い、
対照区である調味料Ａにおける各評価項目の点数を４点となるよう点数化し、評価項目「
ミートフレーバー」、「旨味」及び「厚み」について評価した。評価結果を平均値として
表１に示す。
〔評価基準〕
　評価項目につきそれぞれ対照区と比較し、７段階評価とし、対照区は４とした。
　　７：対照区よりかなり強く感じる
　　６：対照区よりはっきりと強く感じる
　　５：対照区よりやや強く感じる
　　４：対照区と同等に感じる
　　３：対照区よりやや弱く感じる
　　２：対照区よりはっきりと弱く感じる
　　１：対照区よりかなり弱く感じる
【００４５】
【表１】

【００４６】
＜＜評価２：グルタミン酸高含有酵母エキスのパラメータ官能評価２＞＞
　調味料１、３、及び５（実施例１、３、及び５）並びに調味料Ａ（比較例１）を、７０
℃のお湯にそれぞれ０．７質量％添加した各サンプル（食塩量：０．３質量％）を用い、
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上記評価基準に従い、対照区である調味料Ａにおける各評価項目の点数を４点となるよう
点数化し、評価項目「ミートフレーバー」、「厚み」、「複雑さ」、「旨味」、「塩味」
、「苦味」、「甘味」、「酸味」、「先味」及び「後味」について評価した。ここで、「
先味」とは、味の立ち上がりが早いこと、味のパンチ、インパクトがあることを意味する
。また、「後味」とは、味の持続性があることを意味する。評価結果を平均値として表２
及び図１に示す。
　また、比較例１のサンプルと実施例１、３、及び５のいずれかのサンプルとで、嗜好性
に関する比較官能評価を行った。比較官能評価は、社内パネラー１１人で、ミートフレー
バーとしてより好ましい方、乃至強い方を挙げることにより行った。表３の数値は、各区
について、「好ましい」乃至「強い」と判断した人数を示す。
【００４７】
【表２】

【００４８】

【表３】

【００４９】
＜＜評価３：グルタチオン高含有酵母エキスのパラメータ官能評価１＞＞
　調味料１及び１０～１６（実施例１及び１０～１６）並びに調味料Ａ及びＥ～Ｆ（比較
例１及び５～６）を、７０℃のお湯にそれぞれ０．７質量％添加した各サンプル（食塩量
：０．３質量％）を用い、官能評価を行った。官能評価は、社内パネラー１１人で、ブラ
インドテストとして行い、上記評価基準に従い、対照区である調味料Ａにおける各評価項
目の点数を４点となるよう点数化し、評価項目「ミートフレーバー」、「厚み」及び「旨
味」について評価した。評価結果を平均値として表４に示す。
【００５０】
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【表４】

【００５１】
＜＜評価４：アプリケーションテスト（コンソメスープ）＞＞
　対照コンソメスープ（対照サンプル）として、加工用クノールブイヨンＫＦ（ビーフレ
スタイプコンソメスープ、味の素株式会社）の１．０質量％を７０℃のお湯に溶かしたコ
ンソメスープを用いた。調味料１（実施例１）及び調味料Ａ（比較例１）の一方を０．３
５質量％添加したものを調味料添加コンソメスープ（試験サンプル）とし、官能評価を行
った。なお、各サンプルの食塩量が一定となるよう補正した。官能評価は、社内パネラー
１１人で、ブラインドテストとして行い、上記評価基準に従い、対照サンプルにおける各
評価項目の点数を４点となるよう点数化し、評価項目「ミートフレーバー」、「厚み」、
「複雑さ」、「旨味」、「塩味」、「苦味」、「甘味」、「酸味」、「先味」及び「後味
」について評価した。評価結果を平均値として表５及び図２に示す。
　また、対照サンプル及び試験サンプルの中で、嗜好性に関する比較官能評価を行った。
比較官能評価は、社内パネラー１１人で、コンソメスープとしてより好ましい方、乃至ミ
ートフレーバーとしてより強い方を挙げることにより行った。表６の数値は、各区につい
て、「好ましい」乃至「強い」と判断した人数を示す。
【００５２】
【表５】

【００５３】
【表６】

【００５４】
（実施例１７～１８及び比較例７～８）
　実施例１において、加熱温度を表７に示す通り、それぞれ１００℃、１５０℃、８０℃
、及び１８０℃に変えたこと以外は、実施例１と同様にして、実施例１７～１８の調味料
１７～１８及び比較例７～８の調味料Ｇ～Ｈを得た。
【００５５】
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＜＜評価５：加熱温度パラメータの官能評価＞＞
　調味料１及び１７～１８（実施例１及び１７～１８）並びに調味料Ｇ～Ｈ（比較例７～
８）を、７０℃のお湯にそれぞれ０．７質量％添加した各サンプル（食塩量：０．３質量
％）を用い、官能評価を行った。社内パネラー１１人で、評価項目「ミートフレーバー」
、「ローストフレーバー」及び「オフフレーバー」について、下記の評価基準に従い、ブ
ラインドテストとして評価を行い、最も多くのパネラーが選択した評価を記した。評価結
果を表７に示す。
［評価基準］
　　＋＋＋：非常に強い、顕著である
　　　＋＋：強い、乃至はっきりと分かる
　　　　＋：ある、乃至少しある
　　　　±：ない、乃至感じられない
【００５６】
【表７】

【００５７】
（実施例１９～２３及び比較例９）
　実施例１において、混合物のｐＨを表８に示す通り、それぞれ３、４、６、７、８及び
２に変えたこと以外は、実施例１と同様にして、実施例１９～２３の調味料１９～２３及
び比較例９の調味料Ｉを得た。
【００５８】
＜＜評価５：ｐＨパラメータの官能評価＞＞
　調味料１及び１９～２３（実施例１及び１９～２３）並びに調味料Ｉ（比較例９）を、
７０℃のお湯にそれぞれ０．７質量％添加した各サンプル（食塩量：０．３質量％）を用
い、官能評価を行った。社内パネラー１１人で、評価項目「ミートフレーバー」、「ロー
ストフレーバー」及び「オフフレーバー」について、下記の評価基準に従い、ブラインド
テストとして評価を行い、最も多くのパネラーが選択した評価を記した。評価結果を表８
に示す。
［評価基準］
　　＋＋＋：非常に強い、顕著である
　　　＋＋：強い、乃至はっきりと分かる
　　　　＋：ある、乃至少しある
　　　　±：ない、乃至感じられない
【００５９】
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【表８】

【００６０】
（実施例２４～２８及び比較例１０）
　実施例１において、キシロース（還元糖）の含有量を、表９に示す通り３質量％から、
それぞれ０．０質量％、０．５質量％、１．０質量％、２．０質量％、５．０質量％及び
１０．０質量％に変えたこと以外は、実施例１と同様にして、実施例２４～２８の調味料
２４～２８及び比較例１０の調味料Ｊを得た。
【００６１】
＜＜評価６：還元糖パラメータの官能評価＞＞
　調味料１及び２４～２８（実施例１及び２４～２８）並びに調味料Ｊ（比較例１０）を
、７０℃のお湯にそれぞれ０．７質量％添加した各サンプル（食塩量：０．３質量％）を
用い、官能評価を行った。社内パネラー１１人で、評価項目「ミートフレーバー」、「ロ
ーストフレーバー」及び「オフフレーバー」について、下記の評価基準に従い、ブライン
ドテストとして評価を行い、最も多くのパネラーが選択した評価を記した。評価結果を表
９に示す。
［評価基準］
　　＋＋＋：非常に強い、顕著である
　　　＋＋：強い、乃至はっきりと分かる
　　　　＋：ある、乃至少しある
　　　　±：ない、乃至感じられない
【００６２】

【表９】

【００６３】
（実施例２９）
　まず、実施例１と同様に、グルタミン酸高含有酵母エキス（ハイパーミーストＨＧ、グ
ルタミン酸含量１８質量％以上、アサヒフードアンドヘルスケア株式会社）１６質量％、
グルタチオン高含有酵母エキス（ハイチオンエキスＹＨ－１５、グルタチオン含量１５質
量％以上、株式会社興人）１９質量％、キシロース３．０質量％、塩１４質量％、及び水
４８質量％を混合した混合物を調製した。次いで、得られた混合物２０質量部に油脂とし
てヒマワリ油８０質量部を加えて混合し、得られた懸濁液を１２０℃にて３０分間加熱し
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た。反応終了後、静置及び冷却し、層分離した上層（油層）のみを分取し、調味料２９を
得た。なお、混合物のｐＨは、５．０（ｐＨ調整なし）であった。
【００６４】
（比較例１１）
　実施例２９において、油脂を加えて混合のみを行い、加熱しなかったこと以外は、実施
例２９と同様にして、比較例１１の調味料Ｋを得た。
【００６５】
（実施例３０～３１）
　まず、実施例１と同様に、グルタミン酸高含有酵母エキス（ハイパーミーストＨＧ、グ
ルタミン酸含量１８質量％以上、アサヒフードアンドヘルスケア株式会社）１６質量％、
グルタチオン高含有酵母エキス（ハイチオンエキスＹＨ－１５、グルタチオン含量１５質
量％以上、株式会社興人）１９質量％、キシロース３．０質量％、塩１４質量％、及び水
４８質量％を混合した混合物を、１２０℃にて３０分間加熱した。
　次いで、得られた加熱後の混合物２０質量部に油脂としてヒマワリ油８０質量部を加え
て混合し、得られた懸濁液を１２０℃にて３０分間加熱した。反応終了後、静置及び冷却
し、層分離した上層（油層）のみを分取し、調味料３０を得た。
　また、実施例３０において、加熱後の混合物２０質量部に油脂としてヒマワリ油８０質
量部を加えて混合のみを行い、加熱しなかったこと以外は、実施例３０と同様にして、実
施例３１の調味料３１を得た。
【００６６】
（比較例１２～１３）
　実施例２９において、酵母エキスの配合を表１０に示す通りに変えたこと以外は、実施
例２９と同様にして、比較例１２の調味料Ｌを得た。
　また、比較例１２において、油脂を加えて混合のみを行い、加熱しなかったこと以外は
、比較例１２と同様にして、比較例１３の調味料Ｍを得た。
【００６７】
（比較例１４～１５）
　実施例２９において、酵母エキスの配合を表１１に示す通りに変えたこと以外は、実施
例２９と同様にして、比較例１４～１５の調味料Ｎ～Ｏを得た。
【００６８】
＜＜評価７：香味油の官能評価＞＞
　調味料２９～３１（実施例２９～３１）及び調味料Ｋ～Ｍ（比較例１１～１３）を、７
０℃のお湯にそれぞれ０．７質量％添加した各サンプル（食塩量：０．３質量％）を用い
、官能評価を行った。官能評価は、社内パネラー７人で、ブラインドテストとして行い、
上記評価１における評価基準に従い、対照区である調味料Ａにおける各評価項目の点数を
４点となるよう点数化し、評価項目「ミートフレーバー」、「ローストフレーバー」及び
「オフフレーバー」について評価した。評価結果を平均値として表１０に示す。
　また、同様にして、調味料２９（実施例２９）及び調味料Ｎ～Ｏ（比較例１４～１５）
について、官能評価を行った評価結果を、平均値として表１１に示す。
【００６９】
【表１０】
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【００７０】
【表１１】

【００７１】
（実施例３２～３３）
　実施例２９において、油脂を表１２に示す通りに変えたこと以外は、実施例２９と同様
にして、実施例３２～３３の調味料３２～３３を得た。
【００７２】
（比較例１６～１７）
　実施例３２～３３において、油脂を加えて混合のみを行い、加熱しなかったこと以外は
、実施例３２～３３と同様にして、比較例１６～１７の調味料Ｐ～Ｑを得た。
【００７３】
＜＜評価８：油脂の官能評価＞＞
　調味料２９及び３２～３３（実施例２９及び３２～３３）並びに調味料Ｋ及びＰ～Ｑ（
比較例１１及び１６～１７）を、７０℃のお湯にそれぞれ０．７質量％添加した各サンプ
ル（食塩量：０．３質量％）を用い、官能評価を行った。社内パネラー７人で、評価項目
「ミートフレーバー」及び「酸化臭」について、下記の評価基準に従い、ブラインドテス
トとして評価を行い、最も多くのパネラーが選択した評価を記した。評価結果を表１２に
示す。
　なお、「酸化臭」とは、油脂を加熱した際に生じる、油脂の劣化臭である。
［評価基準］
　　＋＋＋：非常に強い、顕著である
　　　＋＋：強い、乃至はっきりと分かる
　　　　＋：ある、乃至少しある
　　　　±：ない、乃至感じられない
【００７４】
【表１２】

【００７５】
（実施例３４～３７及び比較例１８）
　実施例２９において、混合物の含有量（混合物と油脂との総量に対する含有量）を、２
０質量％から、表１３に示す通りに変えたこと以外は、実施例２９と同様にして、実施例
３４～３７及び比較例１８の調味料３４～３７及び調味料Ｒを得た。
【００７６】
＜＜評価９：混合物の含有量パラメータの官能評価＞＞
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　調味料２９及び３４～３７（実施例２９及び３４～３７）並びに調味料Ｒ（比較例１８
）を、７０℃のお湯にそれぞれ０．７質量％添加した各サンプル（食塩量：０．３質量％
）を用い、官能評価を行った。社内パネラー７人で、「フレーバー」の生成強度について
、「±」（ない、乃至感じられない）及び「＋」～「＋＋＋＋＋」の５段階の評価にて、
ブラインドテストとして評価を行い、最も多くのパネラーが選択した評価を記した。評価
結果を表１３に示す。
【００７７】
【表１３】

 

【図１】
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